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アラスカ（6～9月） 
 

森林火災 
 アラスカでは過去最悪の森林火災が発生。 
6月以降の焼失面積は約250万ha。 
 

ブラジル（2003年12月～2004年2月） 
 

大雨・洪水 
 
ブ ラ ジ ル で は 12月 末 か ら 大 雨 に よ る 洪 水 や 土 砂 
崩れが 各地で 発生。 2月中旬 までに 160人以上 が 
死亡、約 23万人が避難。  

 

米国南東部・カリブ海諸国（8～9月） 
 

ハリケーン 
 

ハイチ・ドミニカ共和国（5月） 
 

大雨・洪水 
 

米国 フロ リダ 半島 では 8月上 旬に ハリ ケー ン「 チャ ーリ ー」 が通 過。 
米国南東部等 での暴風によ る死亡者は 23人、米国での 倒壊家屋は 1
万 2000戸、 損壊 家屋 は約 5万戸 。9月に はハ リケ ーン 「フ ラン シス 」 
「ア イバ ン」 「ジ ーン 」が カリ ブ海 諸国 を通 過し て米 国東 部に 上陸 し、 
死 亡 者 は そ れ ぞ れ 、 米 国 を 中 心 に 35人 、 米 国 ・ グ レ ナ ダ を 中 心 に 
115人、ハイチを中心に 3000人以上。  

 

ハイ チと ドミ ニカ 共和 国で 、5月下 旬に 豪雨 によ る洪 水が 
発生。死者数はそれぞれ 1000人以上、400人以上。  

 

スペイン・ポルトガル（6～7月）・ 
 ヨーロッパ南東部（7月） 
 

熱波・森林火災 
 

ス ペ イ ン で は 6 ～ 7 月 に 熱 波 に よ り 11 人 
が死亡 。スペ インと ポルト ガルで は森林 火 
災が 多発 し、 それ ぞれ 4万、 10万 5000ha
の森林 が焼失 。ルー マニア やマケ ドニア な 
ど で は 7 月 前 半 に 熱 波 に よ り 、 33 人 以 上 
が死亡。  

 米国中西部～東部（2003年12月～2004年1月） 
 米国中部～南部（2月） 
 

寒波・大雪 
 

米国中 西部か ら東部 では 12月から 1月、米 国中部 から南 部 
で は 2月 の 寒 波 や 大 雪 に よ り 110人 以 上 が 交 通 事 故 や 低 体 
温 症 で 死 亡 。 多 数 の 航 空 便 の 欠 航 や 鉄 道 の 運 休 、 学 校 の 休 
校や停電など広範な被害が生じた。  
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異常気象 の頻発 

日最高気温が 30℃を超える 「 真夏 
日 」 の日数が 、 東京 （ 大手町 ） では 
70日となる等 、 日本各地で記録を更 
新しました 。 
また 、 最低気温が 25℃より下がら 

ない 「 熱帯夜 」 の日数がこの 100年間 
で 5倍以上に増加した都市もあり 、 暑 
く寝苦しい毎日が続きました 。 

2004年は 、 大型台風や集中豪雨等に伴う気象災害の多発によっ 
て 、 異常気象と地球温暖化の関係について近年になく関心が高まり 
ました 。 

2004年夏 、 
日本は猛暑となった 。 

2004年 、 日本では 、 集中豪雨の頻 
発に加え 、 これまでの最多記録となる 
10個の台風上陸により 、 甚大な被害 
が発生しました （ 平年の台風上陸数は 
2.6個、過去の最多上陸記録は6個） 。 
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■ 台風の発生、接近、上陸個数 
（ 文献 8より ） 

2004年、 過去最多の台風が 
日本に上陸 。 集中豪雨も頻発 

2004年には 
 熱中症患者数が 
 最大となった 
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■ 東京 23区の熱中症の累積患者数 
（ 2000～ 2004年度） （ 文献 7より ） 

暑い日には熱中症が多く発生しま 
す 。 東京 23区では 、 2004年には 、 
熱中症の患者数が 7月上旬から急増し 、 
過去 5年間で最大となりました 。 

2004年、熱中 症の 
患者数が過去 5年で最大 

■ 2004年7月の気温の平年差（℃） 
（ 文献 6より ） 



インド・バングラデシュ 
 （2003年12月～2004年1月） 
 

寒波 
 
イ ン ド 北 部 と バ ン グ ラ デ シ ュ で は 12
月 下 旬 か ら 1月 上 旬 に か け て 、 濃 霧 を 
伴っ た寒 波が 発生 。凍 死や 濃霧 に起 因 
する事故死などで 600人以上が死亡。  

 

インド・バングラデシュ・ネパール（6～10月） 
 

エチオピア（～2月） 
 

干ばつ 
 エチオピアでは干ばつのため 700万人 
以上が食糧不足。  

 

マダガスカル（3月） 
 

サイクロン 
 マダガスカルでは 3月前半にサイクロンに襲 
われ、洪水やフェリーの転覆などが発生。死 
者・行方不明者は 280人以上。  

 

ミャンマー（5月） 
 

サイクロン 
 ミャ ンマ ー北 西部 では 5月中 旬、 サイ クロ 
ン の 上 陸 に よ り 、 200 人 以 上 が 死 亡 。 1 万 
8000人が家を失った。  

 

中国華南・華中（9～11月） 
 

干ばつ 
 広東 省、 江蘇 省な ど華 南か ら華 中で は 54年ぶ りの 干ば つが 
発生 。被 害耕 地面 積は 約 355万 ha。飲 料水 不足 とな った 人 
は約 710万人、水の確保が困難となった家畜は約 400万頭。  

 

フィリピン（5～7月、11～12月） 
 

台風 
 フィ リピ ンで は 5月の 台風 第 2号、 6月末 ～ 7月初 
めの 台風 第 7号の 影響 であ わせ て 50 人以 上が 死亡。 
11月下 旬～ 12月上 旬に は台 風第 25、26、 27号や 
熱 帯 低 気 圧 が 相 次 い で 通 過 し 、 死 亡 ・ 行 方 不 明 者 
はあわせて 1500人以上。  

 

東アジア（6～10月） 
 

台風・洪水・土砂崩れ 
 
日 本 で は 6 月 か ら 10 月 に か け て 、 大 幅 な 記 録 更 
新 と な る 10 個 の 台 風 が 上 陸 し 、 死 者 ・ 行 方 不 明 
者 は 220人 以 上 。 朝 鮮 半 島 、 中 国 南 東 部 で も 、 5
～ 9月に 前線 やモ ンス ーン の大 雨、 台風 によ る災 
害が 相次 ぎ、 中国 中部 にお ける 8月と 9月の 台風 
や大雨 による 死者・ 行方不 明者は 400人以上 。台 
湾 で も 7月 、 8月 、 10月 に 台 風 が 接 近 し 、 死 者 ・ 
行方不明者はあわせて 60人以上。  

 

大雨・洪水・土砂崩れ 
 
イン ド東 部・ バン グラ デシ ュ・ ネパ ール では 6～ 7月に、 
イン ド西 部で も 7月下 旬か ら 8月上 旬に 、モ ンス ーン に 
よ る 大 雨 が 発 生 。 死 亡 者 は あ わ せ て 2000人 以 上 、 ネ パ 
ールの被害農地面積は 200万 ha。インド北部では 9月下 
旬に大雨による被害 が発生。10月上旬にはインド北 東部 
などで地滑りなどが発生し、170人以上が死亡。  
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世界最大規模のスーパーコ 
ンピューターである 「 地球シミュレ 
ータ 」 を用いて 、 2100年までの気 
候の変化が予測されました。 
この結果によると 、 2100年に 、 

日本の夏の日平均気温は 4.2℃上昇 
し 、 真夏日の日数も約 70日増加す 
ることが示されました 。 また 、 日本 
の夏の降水量は約 20％増加し 、 大 
雨の頻度も増加すると予測されてい 
ます 。 （ 文献 9より ） 
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■ 日本の真夏日日数の変化 
（ 1900～ 2100年） 

■ 日本の夏季（ 6, 7, 8月）の大雨日数の 
変化（ 1900～ 2100年） 

■ 2004年、世界で深刻な被害が発生した気象災害 （ 文献 4、 文献 5より ） 

温暖 化により真夏日日数や大雨日数が増加 
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■ エルベ川の小支川ミューグリッツ川 
において救助を待つ人 （ 文献 3より ） 

2002年の夏 、 ヨーロッパ各地で数 
百年に一度という大規模な洪水がおきまし 
た 。 多くの人命が失われるとともに 、 川の 
堤防が壊れ 、 鉄道や道路 、 建物などにも大 
きな被害が及びました 。 チェコ 、 オースト 
リア 、 ドイツ 、 フランスの 4ヶ国で 、 70人 
以上が死亡 。 40万人以上が避難し 、 被害額 
は推定 160億ユーロ （約 2兆 1,760億円 ＊ ） 
に上りました。 

洪水 が多発 

＊： 1ユーロ＝ 136円（ 2004年3月時点） 

※図示した範囲はおおよその位置を示している。 



アラスカやカナ 
ダ西部では 、 この 50年 
間で冬季の気温が 3～ 
4℃上昇しました 。 こ 
れにより 、 積雪期間の 
短縮 、 海氷の減少 、 氷 
河や永久凍土の融解が 
生じています 。 
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■ ナガサキアゲハの分布の北上 （ 文献 12より ） ■ イロハカエデの紅葉時期（ 1953～ 2000年） 
（ 文献 11より ） 

■ 北極の氷（ 1979年、 2003年） （ 文献 10より ） 

北極 の氷に異変 

イロハカエデは 、 東北地方南部から九州地方 
の山地にみられる樹木で 、 秋になり 、 涼しくなると紅 
葉します 。 過去 50年間のイロハカエデの紅葉の時期 
を比べると 、 最近は 2週間も遅くなっていることがわ 
かります 。 

イロ ハカエデの紅葉に遅れ 
かんきつ類の害虫として知られるナガサキアゲ 

ハは 、 1940年頃には 、 山口県 、 愛媛県などより南で 
しかみられませんでした 。 しかし分布が北に広がり 、 
1995年には近畿地方でもみられるようになりました 。 

ナガ サキアゲハの生育地域が北上 

ナガサキアゲハ 
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■ 1時間降水量 50mm以上の出現回数 （ 文献 8より作成 ） 

1時間の降水量が 50mm以上の非 
常に激しい雨の出現回数は 、 年によりかな 
りの変動があります 。 しかし近年は 、 その 
変動がさらに大きくなり 、 回数が増加する 
傾向がみられます 。 

大雨 も増加傾向 

20世紀の間に 、 地球の平均気温は 0.6℃上昇し 、 平均海面水位は 10～ 20cm
上昇しました 。 日本でも 、 20世紀の間に平均気温が 1℃上昇しています 。 
このような気温の上昇により 、 氷河の後退や永久凍土の融解が発生し 、 地域の 

気候が変化して 、 生態系等にも既に影響が現れてきています 。 
過去 50年間の地球温暖化の主な原因は人間活動であると言われています 。 

温暖化の影響が 
顕在化 
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地球は 、 太陽からのエネルギーで暖めら 
れます 。 暖められた地球からも熱が放射さ 
れます 。 大気に含まれる二酸化炭素 （ CO2） 
などの温室効果ガスは 、 この熱を吸収し 、 
再び地表に戻しています （ 再放射 ） 。 そのお 
かげで 、 地球の平均気温は 15℃と 、 人間を 
はじめ生物が生きるのに適した環境が保た 
れています 。 

このように 、 温室効果ガスは本来なくてはならないも 
のです 。 しかし 、 1750年頃から始まった産業革命以降 、 
人間は石油や石炭などの化石燃料を大量に燃やして使う 
ことで 、 大量の二酸化炭素を出すようになりました 。 

昔は 、 二酸化炭素は植物や海に吸収されることで 、 地 
球全体でバランスがとれていました 。 しかし 、 人間の排 
出する二酸化炭素が急に増えたため 、 近年 、 大気中にお 
ける二酸化炭素濃度は増え続けています 。 2000年には 
約 370ppmに達し 、 このまま石油や石炭を使い続ければ 、 
2100年には 1,000ppmを越える可能性もあります 。 

気温もどんどん上がっています 。 20世紀の 100年間 
に 、 地球の平均気温は 0.6℃上がりました 。 1990年代 
の 10年間は 、 過去 1,000年で最も温暖な 10年となり 、 
1998年には観測史上最高気温を 、 また 、 2002年には 
2番目 、 2003年は 3番目 、 2004年は 4番目の気温を記 
録しました 。 
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■ 世界の二酸化炭素排出量 （ 文献 13より作成 ） 

■ 世界の年平均地上気温の平年差 
（陸上のみ） （ 1880～ 2004年） 

（ 文献 14より ） 

■ 大気中の二酸化炭素濃度の経年変化 
（マウナロア、ハワイ） （ 文献 13より作成 ） 

※ ppmは体積で百万分の 1を示す 

温暖化のメカニズム 
と 原因 
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 　報告書版） 
 全ての 

 IS92

■ SRESシナリオによる気温上昇の予測 （ 文献 15より ） 

■ SRESシナリオによる海面上昇の予測 （ 文献 15より ） 

海 
面 
水 
位 
上 
昇 
（ 

ｍ 
）  
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7つ の 気 候 モ デ ル に よ る 
全 SRESシ ナ リ オ の 海 面 
上 昇 範 囲 （ 陸 の 氷 な ど の 
不確実性を考慮） 
 

7つ の気 候モ デル によ 
る 全 SRESシ ナ リ オ 
の海面上昇範囲 
 

棒 線 は 7種 の 気 
候 モ デ ル に よ る 
2100年の 海面 
上昇範囲 
 

平均的な気候モデルに 
 よる全SRESシナリオ 
 の海面上昇範囲 
 

A1B 
 A1T 
 A1FI 
 A2 
 B1 
 B2

SRESシナリオ 
 

全ての 
 IS92
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2100年には、 最悪の場合 
5.8℃気温が上昇 し、 
88cm海面が 
上昇 する 

■ 排出シナリオの概念図 
（ 文献 15より ） 

社会のあり方や人間の行動が 
 どうなるかによって… 
 
温暖化の行方も左右される 
 

今後の人口増加 、 経済成長 、 エネルギー使 
用量 、 技術の発展などによって 、 世界の動向が大 
きく変わり 、 排出される温室効果ガスの量は変わ 
ります 。 このような人間の活動をもとにどのくら 
いの温室効果ガスが排出されるかを見通したもの 
を“ 排出シナリオ ” と呼びます 。 
2000年に 、 気候変動に関する政府間パネル 

（ IPCC） が公表した排出シナリオ （ SRESシナリ 
オ ） では 、 大きく 4つの筋書きを想定しています 。 
グローバル化と経済の急成長 、 人口増加 、 新技術 
導入などを想定した 「 高成長型 （ A1） シナリオ 」 、 
地域ごとの特徴を活かした発展を想定する 「 多元 
化 （ A2） シナリオ 」 、 高効率技術の普及と環境負 
荷の低減による 「 持続的発展型 （ B1） シナリオ 」 、 
緩やかな経済成長と多様化の方向に進む 「 地域共 
存型 （ B2） シナリオ 」 。 このうち A1シナリオは 、 
化石燃料への依存度によってさらに 3つにわかれ 
ています 。 
このようなシナリオから 、 IPCC第 3次評価報告 

書では 、 将来の気温や海面上昇を右の図のように 
予測しています 。 

将来 の動向 

2100年には 、 1.4～ 5.8℃気温が上がり 、 
9～ 88cm海面が上昇すると予測されています 。 
人間の行動 、 社会のあり方によって 、 気温や海 

面の上昇の仕方は大きく異なります 。 私たちの暮 
らし方を変えていくことで 、 温暖化を最低限のレ 
ベルに防止することもできます 。 

将来 の気温上昇・海面上昇 
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21世紀に予想される極端な現象の変化 
 

予想される影響の代表的な事例 
 

極端な現象の影響の例 （文献15より作成） 
 

1　最高気温の上昇、暑い日や熱波の増加（ほぼ全陸域） 
 

高齢者や都市貧困者の死亡や重病発生の増加 
 家畜や野生生物の熱ストレスの増加 
 観光目的地の変更 
 多くの穀物の被害リスクの増大 
 冷房電力需要の増大、エネルギー供給信頼性の低下 
 

4　夏季の乾燥と関連する干ばつリスクの増加（大陸内陸部の大部分） 
 

穀物生産量の減少 
 地面収縮による建築物基礎の被害増大 
 水資源の量・質の低下 
 森林火災の増加 
 5　熱帯低気圧の最大風速、平均・最大降雨強度の増大（一部地域） 

 
人命リスク、感染症リスク、ほかの多くのリスク増大 
 沿岸浸食の増加、沿岸建設物やインフラの被害増加 
 サンゴ礁、マングローブなどの沿岸生態系の被害増加 
 6　エルニーニョに関連した干ばつや洪水の強大化（多くの地域） 

 
干ばつ、洪水常襲地域の農業や草原の生産力の減少 
 干ばつ常襲地域の水力発電ポテンシャルの減少 
 

7　夏季のアジアモンスーンの降雨変動性の増大 
 

温帯、熱帯アジアの洪水、干ばつ強度と被害の増加 
 

8　中緯度の暴風雨強度の増大 ※  

左欄： 赤色 ：確率90～99%　 オレンジ色 ：確率66～90％ 　これらの確信度はIPCCの第  作業部会による推定値。 
 ※現在のモデル間での一致はほとんどない。 

 

人命や健康リスクの増加 
 資産やインフラ損失の増加 
 沿岸生態系の被害の増加 
 

2　最低気温の上昇、寒い日、霜日、寒波の減少（ほぼ全陸域） 
 

寒さに関連した人の死亡や疾病の減少 
 多くの穀物の被害リスクの減少、一部の穀物ではリスクが増加 
 一部の病害虫や媒介動物の範囲の拡大や活動の活発化 
 暖房エネルギー需要の減少 
 3　集中豪雨の増大（多くの地域） 

 
洪水、地滑り、雪崩、土砂崩れの増加 
 土壌浸食の増加 
 洪水流量の増加、洪水氾濫原帯水層の涵養の増加 
 政府、民間の洪水保険システムや災害救援への圧力が増加 
 

極端な現象がかなりの確率で生じる可能性がある 
 

■ 将来気温予測 （ 文献 16より ） 
上： CCSR／ NIES 2000年 
下： CCSR／ NIES 2100年 

地域によって 
 気温の上がり方は違う 

気候変化 の 
パターンは地域 
により異なる 

温暖化によってどのような気候の変化が生じるのか 、 さまざま 
なモデルを用いて予測しようという研究が行われています 。 右の図は 、 
2100年における世界の気温の上昇を予測したものです 。 気温の上昇の 
程度は地域によって異なり 、 北半球では 、 北にいくほど気温上昇の程度 
が大きくなることがわかります 。 これにより 、 永久凍土や北極の氷の融 
解、 海水の温度上昇等が引き起こされ 、 海面も上昇する懸念があります 。 

世界 の気温上昇の予測 

温暖化によって 、 ますます暑い日が増え 、 地域によっては台風や集中豪雨が増えます 。 一方 、 乾燥が進 
む地域もあり 、 干ばつの危険性も増します 。 IPCCによると 、 欧州では 、 将来 、 全域で洪水の可能性が増加し 、 
暑い日が増加すると予測されています 。 こうした現象の発生はまだかなり先の話と考えられていましたが 、 実際 
に 2002年夏に大規模な洪水が発生し 、 2003年夏には異常高温となったことから 、 温暖化との因果関係の解明 
までには至っていないものの 、 このような極端な現象の大規模化・頻発化が懸念されます 。 

温暖 化に伴い 、 極端な現象が大規模化・頻発化 



気候変動による影響の閾値には 、 生態系 、 食糧生産 、 水資源 、 沿岸域等 、 累加的で 、 ある点を越えると 
政策決定者が許容できないと考える被害をもたら 
す値 （ タイプ 1の閾値 ）と 、 気候システムを安定的 
に維持するために越えてはならない値で破局的か 
つ不可逆な影響に関する閾値 （ タイプ 2の閾値 ）が 
あります 。 
タイプ 2の閾値に関する影響の例として 、 海洋大 

循環の停止があげられます 。 
世界の海では 、 暖かい海流と冷たい海流からな 

る循環システムが成り立っており 、 これが地球の 
気候を安定させるのに役立っています 。 21世紀中 
に温暖化が急速に進むと 、 この重要な大きな循環 
システムをも 、 急激に 、 しかも大きく変えてしま 
う可能性があります 。 そうなると 、 世界の気候が 
どのように変化し 、 どんな現象が引き起こされる 
か、 とても予測することはできません 。 
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気候の変化 
 

自然生態系 
 

海面の上昇 
 

冬 ： 大 陸 か ら の 寒 気 の 
吹 き 出 し が 弱 ま る 。 雪 
の量が減る。  

 

・ 水 深 が 深 く な り 、 
波が大きくなる。  

 ・ 海 水 面 が 上 昇 し て、 
沿 岸 の 形 を 変 化 さ 
せる。  

 

・ 森 林 ： 植 生 の 分 布 が 南 方 系 
の も の に 変 化 し た り 、 一 部 
の種が絶滅する。 
 

・ 農 業 ： コ メ の 収 穫 量 は 北 日 
本 で は 増 え 、 西 日 本 で は 減 
る。 
 

・ 沿 岸 域 な ど の 観 光 資 源 が 
被害をうける。 
 
・ エ ネ ル ギ ー の 需 要 が 増 え 
る。 
 

・ 高 潮 や 台 風 の 被 害 が 増 え 
る。 
 

・ 日 射 病 な ど の 熱 中 症 が 増 
える。 
 

・林 業： 樹木 の種 や量 が変 わ 
り、被害をうける。 
 
・ 水 産 業 ： サ ケ な ど の 生 息 域 
の南限が北上する。 
 

・ 草 地 ： 自 然 草 原 の 分 布 や 
種が変わる。 
 
・ 湿 地 ： 乾 燥 化 で 狭 く な っ 
た り 、 な く な っ た り す る。 

 
・ 生 物 多 様 性 ： 高 山 や 孤 立 
し た 地 域 の 種 が 絶 滅 す る。 

 

・ 水 没 し た り 、 侵 食 さ れ る 
面積が増える。 
 ・1mの 海面 上昇 で90%の 
砂浜がなくなる。 
 

・雨の量が増える。 
 
・ 川 の 流 量 が 大 き く 変 わ る。 

 

夏 ： モ ン ス ー ン が 強 ま 
る 。 雨 の 多 い 地 域 は さ 
ら に 多 く 、 少 な い 地 域 
は さ ら に 減 る な ど の 変 
化が生じる。  

 

自 

然 

環 

境 

へ 

の 

影 

響 

人 

間 

社 

会 

へ 

の 

影 

響 

農林水産業 
 

国土の保全 
 

健康 
 

産業やエネルギー 
 

沿岸域 
 

水資源 
 

 
 

温暖化のもたらす 
深刻な影 響 （1） 

■ 温暖化影響の全体像 
（日本の場合） 

海流の循環システムが 
 気候を安定させている 
 

温暖化が進むと 、 まず気温の上昇や雨 
の量の増加 、 海面の上昇などが生じます 。 ま 
た 、 台風 、 熱波やエルニーニョなどの異常気 
象も頻度が増し 、 より強くなると予測されて 
います 。 そうなると 、 
自然や社会にも 、 さま 
ざまな被害が生じるこ 
とになります 。 

温暖 化影響の全体像 

急速 な温暖化は想像もできない現象を引き起こす可能性がある 

脆弱な生態系に対する影響は気温上昇幅が 1℃以下であっても 
一部で顕在化する可能性があります 。 2～ 3℃以上の気温上昇幅では 、 
ほとんどの地域で悪影響が顕在化すると予測されています 。 気温上昇幅 
が3℃を超えると 、 海洋大循環の停止や西南極氷床の崩壊などの破局的 
な現象が発生する可能性が高まるとの研究結果があります 。 

地球 温暖化による気温上昇とその影響の関係 

■ 世界の海洋の地球規模循環システム （ 文献 15より ） 



　白　：３要素の変化に対して脆弱な地域 
 　黄　：害虫と水資源の変化に脆弱な地域 
 水　色：気象と害虫の変化に脆弱な地域 
 ピンク：気象と水資源の変化に脆弱な地域 
 　赤　：水資源の変化に脆弱な地域 
 　緑　：害虫の変化に脆弱な地域 
 　青　：気象の変化に脆弱な地域 
 　黒　：水稲栽培が行われていない地域 
 

北陸のコメは気象、害虫、水と 
 いろいろな面で温暖化に弱い（白）  

 

東北のコメは害虫や水の変化で 
 被害を受ける（黄）  
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温暖化のもたらす 
深刻な影 響 （2） 

■ 気象、害虫、水資源の3要素からみた 
水稲栽培の脆弱性 （ 文献 17より ） 

大気中のCO2濃度 
 1990年からの地球平均気温の変化 

 

405～ 460ppm 445～ 640ppm 540～ 970ppm

0.4～ 1.1℃ 
 

0.8～ 2.6℃ 
 

1.4～ 5.8℃ 
 

1990年からの地球平均海面水位上昇 
 

3～ 14cm 5～ 32cm 9～ 88cm

2025年 
 

2050年 
 

2100年 
 

温暖化対策がとられない場合の農業への影響 （文献15より作成） 
 

農 
業 
へ 
の 
影 
響  

穀 物 生 産 量 は 、 多 く の 中 
～高緯度地域で増加する 
 穀 物 生 産 量 は 、 大 半 の 熱 
帯 お よ び 亜 熱 帯 地 域 で 減 
少する 
 

平均的な農作物生産量  
 

熱 帯 お よ び 亜 熱 帯 地 域 に 
お け る 穀 物 生 産 量 は よ り 
明確に減少する 
 

2～ 3℃ 以 上 の 温 暖 化 で は、 
大 半 の 中 緯 度 地 域 で 穀 物 
類生産量が総体的に減少 
 

一 部 農 作 物 へ の 霜 に よ る 
被害低減 
 一 部 農 作 物 へ の 熱 の ス ト 
レスによる損害増加 
 家 畜 へ の 熱 に よ る ス ト レ 
ス増加 
 

極端な低温および高温  
 

極 端 な 気 温 の 変 化 の 影 響 
増大 
 

極 端 な 気 温 の 変 化 の 影 響 
増大 
 

収入および価格  
 

開 発 途 上 国 の 貧 困 農 家 の 
収入減少 
 

気 候 変 化 を 除 外 し た 予 測 
と 比 較 し て 食 料 価 格 が 上 
昇する 
 

※現在の農業実践方法を基本とした場合の予測である。  
 赤色 ：確率95～67%（高い確信度）　 オレンジ色 ：確率67～5％（中～低い確信度） 　これらの確信度はIPCCの第   作業部会による推定値。 

日本の代表的な農作物であるコメは 、 温暖 
化による雨や雪の降り方の変化 、 害虫の発生 、 川の 
流量の変化などによりさまざまな影響を受けます 。 
特に 、 コメどころである北陸地域は 、 気象 、 害虫 、 
水資源のどの面からみても温暖化による被害を受け 
やすく 、 東北地方も 、 害虫 、 水資源の面で被害を受 
けやすくなります 。 
コメ以外でも 、麦、 とうもろこしは北海道以外で 

収穫が減るおそれがあります 。 

農業 への影響──食料の確保 

温暖化は 、 世界全体の農業にも影響を及ぼします 。 地球の平均気温が 2.5℃程度上がると 、 食料の需要に 
供給が追いつかず 、 食料価格が上がると予測されています 。 農産物の自給率が低く 、 他の国に食料の多くを頼っ 
ている日本は 、 食料確保の面で大きな影響を受ける可能性があります 。 

世界 の穀物生産 、 食料安全保障への影響 



7月の 
 熱波 
 

蚊の数の  
 増加  

 

蚊の数の 
 増加 
 

悪循環の開始 
 

ウイルスをもつ蚊による 
 鳥への感染 
 

ウイルスをもつ鳥による 
 蚊への感染 

人への感染 
 

蚊の繁殖地の増加 
 

越冬する蚊の増加 
 

蚊の天敵（カエル等） 
の死滅など 
 

西ナイルウイル 
スに寄生された 
蚊が出現。高温 
により短期間で 
増殖。 
 

暖冬 
 

乾燥した春と夏 
 

8月の長雨 
 

温暖化が 
 ウィルス感染の 

 悪循環の 
 引き金になる 
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温暖化のもたらす 
深刻な影 響 （3） 

温暖化の健康影響 （文献18より作成） 
 

温 暖 化 に よ る 環 境 変 化  
 

人 の 健 康 へ の 影 響  
 

●  直 接 影 響  
 

●  間 接 影 響  
 

暑熱、熱波の増加 
 

熱中症、死亡率の変化 
 （循環器系、呼吸器系疾患） 
 異常気象の頻度、強度の変化 

 
障害、死亡の増加 
 

媒介動物等の生息域、活動の拡大 
 

動物媒介性疾病（マラリア、 
 デング熱など）の増加 
 

水、食物を介する伝染性媒体の拡大 
 

下痢や他の伝染病の増加 
 

海面上昇による人口移動や社会 
 インフラ被害 
 

障害や各種伝染病リスクの増加 
 

大気汚染との複合影響 喘息、アレルギー疾患の増加 

健康への影響には 
 直接的なものと 
 間接的なものがある 

■ 西ナイル熱ウイルスの感染ルート 
（ 文献 19より作成 ） 

■ 海水温の上昇とサンゴ礁の白化（ 1997/1998年） （ 文献 20より ） 

温暖化が人の健康に及ぼす影響には 、 
2003年夏の欧州を襲った熱波などのように直接 、 
人の死亡率などに影響が及ぶ場合と 、 マラリアや 
デング熱など病気を媒介する動物の生息域の拡大 
などを通じて間接的に影響が及ぶ場合があります 。 

人の 健康への影響のあらわれ方 

1999年 、 ニューヨークで 「 西ナイル熱ウィルス 」 に 
よる深刻な感染症が発生し 、 その後急速に他州へと拡がりまし 
た。 アメリカでの 2003年の患者発生数は 9,100人、 死亡者数 
は 222人（ 2004年1月 21日現在 ） となっています 。 

図は 、 地球温暖化が感染症の発生に 
結びつくと考えられる感染ルー 
トを示しています 。 西ナイ 
ル熱ウィルスの感染ルー 
トには 、 このように温暖 
化による気象の変化が 
強く関連する可能性が 
あります 。 

動物 媒介性感染症の影響の可能性 

サンゴに共生している藻は 、 
水温の上昇などが起きるとサンゴの 
体内から出て行ってしまいます 。 す 
るとサンゴが白く見えるようになる 
ため 、 この現象は 「 白化 」 と呼ばれ 
ています 。 白化が長期間続くと 、 サ 
ンゴは栄養が十分に確保できなくな 
って死滅します 。 
1997年と 1998年には 、 世界の 

各地で 、 大規模なサンゴ礁の白化が 
発生しました 。 サンゴ礁は海水の温 
度が通常の状態より 1℃上昇しても 、 
深刻な被害を受けます 。 

サン ゴ礁は海水の温度が 1℃上昇しても影響を受ける 

水温が上昇した場所で 
 サンゴ礁が白化している 
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温暖化のもたらす 
深刻な影 響 （4） 

■ ブナ林の分布可能域が 2090年に約 90%消失する （ 文献 21, 22より ） 

雪不足による 
 スキー場の撤退 
 

高標高地域への 
 スキー客の集中 
 

高山の生態系への影響 
 

低 標 高 地 域  
 

高 標 高 地 域  
 

■ 考えられるスキー産業への影響 （ 文献 23より作成 ） 

■ 日本の豊かな生態系を育むブナ林 
（ 写真提供：森林総合研究所環境影響チーム ） 

ブナは 、 涼しい地域の落葉広葉 
樹林を代表する樹種です 。 ブナ林 
は 、 大型動物のすみかにもなり 、 
豊かな生態系を維持するためにな 
くてはならない森林です 。 
しかし 、 温暖化が進み 、 気温が 

3.6℃上昇すると 、 ブナ林の分布 
域 （ 分布確率 50%以上の地域 ） 
は約 90%減少すると予測されて 
います （図C） 。 そのため 、 日本の 
生態系が大きな影響を受ける可能 
性があります 。 

自然 生態系への影響 
──ブナ林への影響 

温暖化は 、 農業だけでなくさまざまな分野の産 
業に影響を及ぼします 。 
国連環境計画とチューリッヒ大学のグループでは 、 観 

光産業の一つであるスキー場経営への温暖化の影響を予 
測しています 。 スイスでは 、 2030～ 2050年に標高の 
低いスキー場で経営が成り立たなくなり 、 主要なスキー 
場は標高 2,000m前後の場所にしか存在できなくなると 
予測されています 。 これにより 、 標高の高いスキー場は 、 
スキー客の需要が増える可能性がありますが 、 これは高 
山の生態系への影響をもたらすおそれがあります 。 また 、 
カナダなどのように 、 ヨーロッパに比べて人工雪への依 
存度が高い国でも 、 より多くの人工雪が必要となり 、 コ 
ストがかかると考えられています 。 
日本においても 、 標高の低いスキー場が深刻な影響を 

受ける可能性が指摘されています 。 

産業 への影響 

温暖化により 
 分布域が大きく減少する 

 可能性がある 

ブナ林の分布（A） 現在の分布 、 （B） 現気候における分布確率 、 （C） 気候変化シナリオ 
CCSR/NIES2090年における分布確率 
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温暖化の対策が 
めざすも の （1） 

「 気 候 系 に 対 し て 危 険 な 人 為 的 干 渉 を 
及 ぼ す こ と と な ら な い 水 準 に お い て 、 
大 気 中 の 温 室 効 果 ガ ス の 濃 度 を 安 定 化 
させること」を究極の目的とする。  

 

国連気候変動枠組条約の目的 
 

1,000ppm
750ppm
550ppm
370ppm
280ppm

現在年に32億t 
  (1.5ppm)増加 
 
大気蓄積量 
 7,300億t

自然吸収量 
 年 31億t

人為排出量 
 年 63億t

危険なレベル・早さは 
 どのあたりか？ 
 

危険なレベルになる前に、  
 あるレベルに止めるには、  
 どのような早さで栓を 

 閉めるのがいいのか？ 
 

いずれにしても 
 安定化のためには、  

 排出速度＝吸収速度 にする、 
 即ち今より絞る必要がある。 
 

温室効果ガス濃度安定化のためには、  
 排出量をいつかは吸収量と同じ量にまで 

 減らさなければならない 
 

■ 気候変動枠組条約における「安定化濃度」とは？ （ 文献 24より作成 ） 

気候変動枠組条約は 、 1992年5月に国連で採択され 、同 
年の国連環境開発会議開催期間中に 、 日本を含む 155カ国が署名 
しました 。 この条約は 、 温暖化を防止することに同意した世界各 
国が 、 具体的な取組に向けて話し合い 、 協力を推進するよりどこ 
ろとなっています 。 
条約では 、 温暖化を引き起こす温室効果ガスが大気中にどのく 

らいまでの量なら 、 温暖化の影響が危険なレベルにならずにすむ 
かを考え 、 右のような “ 究極の目的 ” を掲げています 。 

気候 変動枠組条約と 「 安定化濃度 」 

「 温室効果ガス濃度を安定化させること 」 とは 、 地球全体の温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスが 
とれる状態 、 といえます 。 温室効果ガスの濃度は 、 産業革命以前は 280ppm程度でしたが 、 現在は 370ppm程 
度となっています 。 これから目指す 「 安定化 」 のレベルが 、 たとえば 、 昔の倍程度である 550ppm程度でよい 
のか 、 あるいはそれ以上なのかといった点が重要となります 。 
また 、 条約では 、 そのようなレベルの達成にあたっては 、 生態系が気候変動に自然に適応し 、 食料の生産が脅 

かされず 、 かつ 、 経済開発が持続可能な形で進められる期間内で達成されるべきとしています 。 つまり 、 どれく 
らいの速さで安定化させるべきかという点も重要となります 。 
「 安定化 」 させることは簡単なことではありませんが 、 私たちの取組によって温暖化の影響が危険なレベルに 

ならないようにすることもできるのです 。 

安定 化濃度とは？ 



どのくらいの濃度で安定化させれば大丈夫か 、 どのくらいの濃度で 、 どのような影響がどこに生じるの 
か、 などについては 、 さまざまな研究がなされているものの 、 まだ確固たる答えは出ていません 。 
IPCCでは 、 いくつかの安定化濃度に至るシナリオを作 

成しています 。 シナリオは様々に描くことができますが 、 
右図に示されるような 450ppm～ 1,000ppmのどのよ 
うな安定化水準を想定しても 、 温室効果ガスの大幅な削 
減（ 50～ 80%） が必要となります 。 
例えば 、 550ppmでは 、 2030年以降世界の排出量を 

減少基調にして 、 現在の排出量より大幅に削減していく 
必要があります 。 
また 、 削減対策によって排出が抑制されたとしても 、 

どうしても生じてしまう温暖化の影響に対しては 、 適応 
策の取組が必要となります 。 
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200
炭素換算億トン 
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酸 
化 
炭 
素 
排 
出 
量  

低い濃度に保つには、  
 その分、排出量削減が必要 

 
1,000ppm

750ppm

650ppm

550ppm

450ppm

■ 様々な安定化水準に対応する世界の二酸化炭素排出量の 
変化 （ 文献 24より ） 

温暖化の対策が 
めざすも の （2） 

安定化状態における世界の二酸化炭素排出量  
 

安 定 化 濃 度  
 （ ppm）  

 

平 衡 に 達 し た 時 の 気 温 上 昇 幅  
 （ 括 弧 内 ： 平 均 値 ） ※ 1

2300年 に お け る 世 界 の CO2排 出 量  
 

安 定 化 す る 時 期 と CO2累 積 排 出 量  
 

年 間 排 出 量  
 （ 炭 素 換 算 ト ン ）  
 

2000年 総 排 出 量  
 （ 炭 素 換 算 80億 ト ン ） 比  
 

お お む ね  
 安 定 化 す る 年  
 

21世 紀 の 累 積 排 出 量  
 （ 炭 素 換 算 ト ン ）  

 
450   1.5  ～  4  ℃  （2.5℃）  

 
  2  ～  5  ℃  （3.5℃）  

 
  2.5  ～  6  ℃  （4℃）  

 
  3  ～  7  ℃  （4.5℃）  

 
  3.5  ～  8.5  ℃  （6℃）  

 

14億 
 

18％ 
 

2090年 
 

5,500億 
 550 20億 

 
25％ 
 

2150年 
 

8,600億 
 650 26億 

 
33％ 
 

2200年 
 

10,500億 
 750 34億 

 
43％ 
 

2250年 
 

11,600億 
 1,000 40億 

 
50％ 
 

2375年 
 

12,600億 
 

※ 2 ※ 1

※１： IPCC第３次評価報告書より抜粋。  
 ※２：国立環境研究所（MAGICC：簡易炭素循環モデル）による計算結果。なお、1,000ppmの場合の排出量については IPCC第３次評価報告書の図より推計 

した。  
 

さまざまな分野における影響の閾値 （文献25より） 
 

脆 弱 な 分 野  
 

対 象 、 シ ス テ ム  
 

閾 　 値  
 

自 然 生 態 系  
 

高 山 植 生  
 マ ン グ ロ ー ブ  

 

0～ 2℃ で 生 息 域 縮 小  
 海 面 上 昇 約 50cm/100年 で 沈 水  

 

海 洋 環 境  
 

サ ン ゴ 礁  
 

1～ 2℃ 水 温 上 昇 に よ り 白 化 現 象  
 海 面 上 昇 40cm/100年 で 沈 水  
 

人 間 の 健 康  
 

高 齢 者 （ 65歳 以 上 ）  
 

日 最 高 気 温 が 33～ 35℃ を 越 え る と  
 死 亡 率 増 （ 地 域 に よ り 変 化 ）  

 

沿 岸 域 イ ン フ ラ 、  
 社 会 シ ス テ ム  

 

砂 浜  
  

 港 湾 ・ 海 岸 施 設  
 

30cmの 海 面 上 昇 で 56.6％ 、 1mで  
 90.3％ の 砂 浜 減 少  

 1mの 海 面 上 昇 で 対 策 費 11.5兆 円  
 

経 済 シ ス テ ム ※  各 国 経 済  
 電 力  

 

2～ 3℃ 以 上 で 悪 影 響  
 夏 期 1℃ 上 昇 で 500万 kWの 電 力 需 要 増 加  

 

農 林 水 産 業  
 

稲  
 

開 花 時 35℃ を 越 え る と 高 温 障 害  
 

※ 2～ 3℃ ま で の 温 度 上 昇 で は 分 野 、 地 域 に よ り 便 益 が あ る 。  

安定 化濃度達成のための削減量──目指すところは？ 

気温上昇 、 海面上昇がどれ 
ほどまでなら 、 生態系や人間社会 
が耐えられるのか－こうした温暖 
化の影響に関する限界的な値 （ タ 
イプ１の閾値 ※ ） に関する研究も進 
みつつあります 。 
例えば 、 サンゴ礁は 、 海水温が 

１℃上昇すると白化現象が生じ 、 
死滅する可能性があります 。 また 、 
地域により異なりますが 、 日最高 
気温が 33～ 35℃を超えると高齢 
者の死亡率が増加するといわれて 
います 。 

影響 の閾値 

※ P.8の 「 急速な温暖化は想像もできない現象を 
引き起こす可能性がある 」 参照 
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世界と日本の 排出量 の推移 

■ 温室効果ガス総排出量の推移 

■ 二酸化炭素の部門別排出量の推移 

（1990年度比） 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003（年度） 

産業 （工場等） 
 

エネルギー転換 
 
工業プロセス 
 
廃棄物 
 

476百万t 478百万t

（0.3％増） 
 

144百万t 196百万t
（36.1％増） 
 

運輸 
 （自動車・船舶等）  

 

業務その他 
 （オフィスビル等）  

 

217百万t 260百万t
（19.8％増） 
 

家庭 
 

129百万t 170百万t
（31.4％増） 
 

0

100

200

300

400

500
（百万トンCO2） 

 

アメリカ 
 オーストラリア 

 カナダ 
 ロシア 
 ドイツ 
 韓国 
 イギリス 

 日本 
 ニュージーランド 

 イタリア 
 フランス 
 マレーシア 

 メキシコ 
 タイ 
 中国 
 インド 
 

tCO2/人 
 

0 5 10 15 20 25

アメリカ 
 23.9%

その他 
 23.9%

中国 
 14.5%

オーストラリア 1.4%

 インドネシア 1.3%

ドイツ 3.5%

イギリス 2.3%

イタリア 1.8%

フランス 1.6%

EUその他 4.3%

EU15カ国 
 

ロシア 
 6.4%

日本 
 4.9%

インド 
 4.4%

カナダ 2.1%

韓国 1.9%

メキシコ 1.6%

全世界のCO2排出量 
 241億トン 

 （二酸化炭素換算） 
 

大部分の排出は先進国から 
 

■ 国別排出量（左： 2002年）と国別1人当たり排出量（右： 2002年） 
（ 文献 26より作成 ） 

二酸化炭素の国別排出量と 、 国別一人 
あたり排出量は 、 右のようになっています 。 

二酸 化炭素の国別排出量と国別一人あたり排出量 

日本では 、 2003年度の温室効果ガ 
スの総排出量が 13億 3,900万 tCO2でした 。 
前年度よりも 、 化石燃料の燃焼による排出が 
増えており 、 京都議定書の基準年の 12億 
3,700万 tCO2と比べると 8.3％多くなって 
います 。 前年度よりも化石燃料の消費が増え 
た理由としては 、 原子力発電所の運転停止に 
伴い 、 火力発電による発電量が増加したこと 
などが考えられます 。 
部門別にみると 、 産業部門からの排出量が 

最も多いですが 、 運輸部門 、 家庭部門 、 業務 
その他部門からの排出量が増加しています 。 

日本 の温室効果ガス排出量の経年変化 



京都議定書は各国ごとに削減約束を定めています 。 また 、 マラケッシュ合意 （ 2001年 ） において 、 森 
林管理による吸収量として計上できる上限値が定められました 。 
欧州は 、 「 EUバブル 」 という仕組みを作って 、 欧州各国が共同で 8％の削減約束を達成しようとしています 。 

国別にみると 、 ドイツは 21％、 イギリスは 12.5％という大きな削減目標を掲げている一方で 、 フランスのよう 
に目標値が 0％の国や 、 スペイン （ ＋ 15％ ） 、 ポル 
トガル （＋ 27％） のように 、 目標値を 1990年レベ 
ルよりも高く設定している国もあります 。 
しかし 、 EUの排出は 、 約束との間に依然開きがあ 

り 、 現在の対策で約束を達成できる見込みがあるの 
はイギリスとスウェーデンのみと言われています 。 
アメリカは 、 7％の削減約束を掲げていましたが 、 

ブッシュ政権が誕生して間もなく 、 この約束が自国 
の経済にとって非常に不利益になると主張し 、 京都 
議定書に参加しない方針を発表しました 。 
京都会議を主催したわが国の削減約束は 6％です 

が 、 このうち 3.9％までは森林管理による吸収量を 
算入することができます 。 しかし 、 我が国の排出量 
は 、 2002年には 、 1990年と比べて約 8%上回っ 
ており 、 削減約束との差は約 14％と広がっています 。 
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温暖化防止の鍵を握る 
京都議定書 

対 象 ガ ス な ど  
 

対象ガス 
 

二酸化炭素（CO2） 、メタン（CH4） 、一酸化二窒素（N2O）  
 ハイドロフルオロカーボン （HFCs） 、 パーフルオロカーボン （PFCs） 、 

 六フッ化硫黄（SF6）  
 

吸収源の 
 取扱い 
 

1990年以降の新規の植林や土地利用の変化に伴う温室効果 
ガス吸収量を排出量から差し引く。 
 

削 減 約 束  
 

基準年 
 

1990年（HFCs、PFCs、SF6は1995年とすることができる）
 

第一約束 
 期間 
 

2008年から2012年 （5年間の合計排出量を基準年排出量の5倍 
に削減約束を乗じたものと比較） 
 

削減約束 
 

・先進国全体の対象ガスの人為的な総排出量を、基準年より 
少なくとも約5％削減する。 
 ・国別目標（日本6％減、アメリカ7％減、EU8％減など） 
 

京 都 メ カ ニ ズ ム  
 

排出量取引 
 

共同実施 
 

先進国同士が共同で削減プロジェクトを行った場合に、それで 
得られた削減量を参加国の間で分け合う仕組み。 
 

先進国が割り当てられた排出量の一部を取り引きできる仕組み。 
 

クリーン開発 
 メカニズム 
 

先進国が途上国において削減・吸収プロジェクト等を行った場 
合に、それによって得られた削減量・吸収量を自国の削減量・ 
吸収量としてカウントする仕組み。 

■ 京都議定書の概要 
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－7

＋13.1

＋20.1

－38.5

－2.5

－1.9

－14.5

－18.6

＋40.5

＋8.8

＋8

＋8

－6 －6
－8

－12.5

－21

＋15

－6.5

0

6

0

※1

※1：2003年速報値 
 

※2：1999年排出量 
 

※2

2002年排出量（基準年比） 
 

議定書の約束（吸収源なしの場合） 
 

気候変動枠組条約は 、 これまでの温室効果ガ 
スの多くが先進国から排出されてきたことや 、 各国の 
能力等を考慮し 、 「 共通だが差異のある責任 」 という 
考え方を根底に据えています 。 
この考え方の下 、 1997年 、 わが国の京都で開催さ 

れた 「 地球温暖化防止京都会議 」 において 、 気候変動 
枠組条約の附属書 Iにリストアップされた先進国や経済 
移行国 （ 附属書 I国 ） が 、 2008年～ 2012年の間に 、 
温室効果ガスの排出量を 、 1990年のレベルより全体 
で 5%以上削減する約束がなされました 。 これが 「 京 
都議定書 」 です 。 京都議定書では各国の削減約束が定 
められており 、 わが国は 6％の削減約束をしています 。 
議定書を批准した国は 、 それを守ることが義務づけら 
れます 。 
ロシアの批准により京都議定書の発効要件が満たさ 

れ 、 議定書は 2005年 （ 平成 17年 ） 2月 16日に発効 
しました 。 京都議定書は 、 国際的に温室効果ガス排出 
削減を規定した唯一の枠組みであり 、 その発効は 、 長 
期にわたる地球温暖化対策の第一歩です 。 

京都 議定書の要点は何か？ 

各国 の削減約束と排出状況 

■ 各国の約束値と温室効果ガス排出状況 
（出典： UNFCCCのデータを基に環境省が作成 ） 
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PDCA

Do

Check

Action

Plan

二酸化炭素排出量の少ない地域・社会 
経済構造への転換 
 

技術革新による温暖化対策の加速化 
 

政府等の公的部門による率先的な温暖 
化対策 
 

地球温暖化防止の国民運動の展開 
 

京都メカニズムなど国際協力の推進 
 

６ 
％ 
削 
減 
約 
束 
の 
達 
成 
へ   

環 
境 
と 
経 
済 
の 
両 
立   

計画の毎年の 
 「点検」 と 

 2007年の 
 「評価 ・ 見直し」  

 プロセス 
 すべての主体の参加・連携 

 透明性の確保・情報の共有 
 

技術革新の促進 
 

多様な政策手段の活用 
 

国際的連携の確保 
 

区　分 
 

目　標 
 

①エネルギー起源CO2

森林吸収源 
 
京都メカニズム 
 

②非エネルギー起源CO2

③メタン 
 
④一酸化二窒素 
 
⑤代替フロン等3ガス 
 

温 
室 
効 
果 
ガ 
ス  

2010年度排出量 
 （百万t-CO2） 

 

1990年度比 
 （基準年総排出量比） 

 
1,056

1,163

70

20

34

51

▲ 48

▲ 20

＋ 0.6％ 
 

▲ 6.0％ 
 

▲ 0.3％ 
 

▲ 0.4％ 
 

▲ 0.5％ 
 

＋ 0.1％ 
 

▲ 3.9％ 
 

▲ 1.6％ 
 

温室効果ガスの排出抑制・吸収の量の目標 
 

合　計 
 

※１：2002年度実績（＋13.6％）から経済成長等による増、現行対策の継続による削減を見 
込んだ2010年見込み 
 ※２：削減目標（▲6％）と国内対策（排出削減、吸収源対策）の差分 

 

2010年 度 現 状 対 策 
ケ ー ス （ 目 標 に 比 べ 
＋ 12％ ※ 1） か ら の 
削減量 
 

※ 2

（同左）  
 

（同左）  
 

▲ 4.8％ 
 

▲ 12.0％ 
 

▲ 0.4％ 
 

▲ 1.3％ 
 

▲ 3.9％ 
 

▲ 1.6％ 
 

※ 2

我が国の温暖化 対策 

計画では 、 京都議定書の 6％削減約束を 
達成するための温室効果ガス別の目標値 
と 、 それを実現するための対策と施策が盛 
り込まれています 。 
これまでの大綱に掲げられていた機器単 

位の対策にとどまらず 、 省 CO2型の都市デ 
ザインや省 CO2型の交通システムのデザイ 
ン 、 新エネルギーの面的導入などの地域・ 
都市構造や交通システムの転換に踏み込ん 
だ対策を掲げたことが特徴です 。 
また 、 環境税について 、 「 真摯に総合的 

な検討を進めていくべき課題 」 として 、 政 
府の計画に初めて位置付けられました 。 

■ 京都議定書目標達成計画の基本的考え方と構成 

地球の図柄 
 「地球規模での取組」 
 

緑の太く長い線 
 
「幅広い主体の連携」 
 「全ての人々の参加」 

 

地球温暖化防止のためには 、 政府や事業 
者のみならず 、 国民一人一人の取組が重要 
です 。 政府では 、 国民運動の統一ロゴマー 
ク 「 チーム・マイナス 6％ 」 を作成しまし 
た。 
また 、 「 チーム・マイナス 6％」 のホーム 

ページ （ http://www.team-6.jp） を開設 
して 、 国民に分かりやすい地球温暖化防止 
に関する情報を発信しています 。 同ホーム 
ページにアクセスして 、 「 チーム・マイナ 
ス6％」 にご参加下さい 。 

日本では 、 2002年3月に策定した地球温暖化対策推進大綱に基づき 、 対策を進めてきましたが 、 京都議 
定書の発効を受けて 、 2005年 4月に 、 地球温暖化対策推進大綱を引き継ぐ 「 京都議定書目標達成計画 」 が策定 
されました 。 
京都議定書目標達成計画は 、 以下のような基本的考え方を掲げています 。 

国内 の地球温暖化対策：京都議定書目標達成計画の策定 

■ 国民運動の統一ロゴマーク 



京都議定書は 、 2008年から 2012年まで 
の先進国からの排出量に関して 、 数値目標を定めて 
います 。 
しかし 、 気候変動枠組条約の究極目的を達成する 

ためには 、 今後地球全体の排出量を大幅に削減し 、 
温室効果ガスの濃度を安定化させる必要がありま 
す。 そのためには 、 引き続き先進国が率先して対策 
を講じるとともに 、 将来的に先進国の排出量を上回 
ると予測されている途上国 （ 右グラフ参照 ） も 、 今 
後、 何らかの形で排出削減・抑制に参加することが 
重要になります 。 
EUでは 、 地球の平均気温の上昇を工業化前と比 

べて 2℃以下に抑制することを目標に 、 世界の排出 
量を 2050年までに 1990年と比較して少なくとも 
15％、 おそらく 50％もの削減が必要であるとして 
います 。 

0
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ポスト京都 に向けての取組 

京都議定書が 、 2005年（ 平成 17年） 2月 16日に発効したことをうけ 、 国内外で次期枠組みに関する議論が 
活発化しつつあります 。 
中央環境審議会地球環境部会気候変動に関する国際戦略専門委員会においては 、 次期枠組みについて審議され 、 
2004年（ 平成 16年） 12月には 「 中間報告 」 がなされました 。 この 「 中間報告 」 では 、 下記のような提言を行 
っています 。 

● 地球規模の参加の下に排出削減を行うこと 
● 気候変動の甚大な影響を避けるためには 、 2020年から 2030年にも世界の排出量を減少基調とすること 
● 長期 （ 2100年頃 ） ・中期 （ 2030～ 2050年） ・短期 （ 2020年くらいまで ） の目標の設定が 、 地球規模の 
リスク管理の点から有効であること 
● 温室効果ガスの削減とともに 、 気候変動への適応策が重要であること 
● 気候変動枠組条約や京都議定書といった既存の国際合意の上に立脚した枠組みとすること 
● 脱温暖化社会構築への挑戦を環境と経済の好循環を実現する好機と捉え 、 積極的に取り組むこと 

同専門委員会では 、 引き続き 、 長期目標の具体化・定量化のための検討を行い 、 2005年（ 平成 17年）5月に 
第二次中間報告をまとめました 。 本報告では 、 温暖化の影響に関する最新の科学的知見を踏まえれば 、 全球での 
平均気温上昇の抑制幅を工業化前 （ 1850年頃 ） に比べて 2℃とする考え方が長期目標の検討における現段階で 
の出発点になりうることが示されました 。 今後 、 温暖化の影響に関する科学的知見を更に蓄積するとともに 、国 
内外において 、 長期目標設定のための建設的な議論が進展することが期待されます 。 
更に 、 次期枠組みの具体的内容についても 、 国際交渉の経緯を踏まえつつ 、 引き続き検討を進めていく必要が 

あります 。 

地球規模の参加による次期枠組み 
 

京都議定書 第一約束期間 
 

次期枠組みの検討を開始 
 

2005年～ 2008年～2012年 2013年～ 

■ 今後の国際交渉の流れ 

■ 先進国と開発途上国の今後の排出量予測 （ 文献 27より ） 

気候 変動枠組条約の究極目的の達成に向けた絶え間ない前進 

2013年以降の次期枠組みに関する検討 
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もう一つの 
温暖化対策 
── 適応策 
将来地球温暖化がさらに進めば 、 大雨や干魃 、 

熱波などの異常気象の頻度 、 強度が一層増大し 、 
深刻な影響が生じると予測されています 。 この 
ような悪影響は 、 私たちが温室効果ガスの削減 
の努力を行うだけでは十分に避けることができ 
ません 。 温暖化しつつある気候に合わせてどの 
ように人や社会・経済を調節していくか 、 とい 
う適応策が必要になってきます 。 
“ 適応策 ” には 、 従来 、 私たちが生活の知恵 

としてうまく気候に順応してきたような経験や 、 
天候の変化を見ながら工夫を重ねてきた穀物栽 
培などのように既に根付いている技術 、 知識も 
含まれます 。 右表や下図では 、 適応策の例を示 
してあります 。 “ 適応 ” はこれから私たちが避け 
て通ることができない道ですが 、 地球温暖化の 
根本的な解決には 、 温室効果ガスの排出削減が 
不可欠です 。 結局 、 私たちにとっては 、 削減策 
と適応策をうまく組み合わせていくことが必要 
だと言えるでしょう 。 

①水資源 
 

適応の種類と事例 （文献24に基づき作成） 
 

水利用の高効率化 
 貯水池等の建設による水供給量の増加 
 ダム、堤防等の設計基準の見直し 
 

⑤金融サービス 
 

②食料 
 

植付け・収穫等の時期を変更 
 土壌の栄養素や水分の保持（能力）を改善 
 

③沿岸地帯 
 

沿岸防護のための堤防や防波堤 
 砂防林の育成による沿岸の保護 
 

④人間の健康 
 

公共の健康関連インフラ（上下水道等）を改善 
 伝染病の予想や早期警告の能力（システム）を開発 
 

民間及び公共の保険及び再保険によるリスク分散 
 

現状 
 

温暖化すると...

高波の影響を 
 受けてしまう 
 

影響を防ぐ 
 ことができる 
 

適応策を 
 とっておけば...

海面上昇 
 

堤防をかさ上げ 
 

現状 
 

海面上昇 
 

現状 
 

堤防 
 

堤防 
 

堤防 
 

■ 海面上昇に対応する適応策の事例 

農作物への影響の例 
 

影響を低減する 
 適応策の例 
 

気温上昇 
 

生育阻害 
 高温による不稔 

 

栽培時期の変更 
 作物の変更 
 （高温に耐えられる品種など） 

 
など 
 

水不足 
 乾燥化 
 など 
 

など 
 

水資源の確保 
 （貯水池等）  

 水 （下水 ・ 排水） の 
 再利用 

 
など 
 

降水量減少 
  
 

■ 農業分野での適応策の事例 

地球温暖化による海面上昇は 、 海岸が侵食さ 
れるという問題だけではなく 、 高波等による沿岸被害 
を拡大させる可能性があります 。 その対策として 、 防 
波堤の建造・嵩上げによる防護といった適応策が考え 
られます 。 

適応 策の事例 1
地球温暖化によって異常気象の頻度 、 強度が 

一層増大することにより 、 世界の食料供給に大きな影 
響を及ぼす可能性があります 。 私たちは 、 食料を確保 
するための適応策を積極的に推進していくことが重要 
です 。 

適応 策の事例 2
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■ 気候変動に関する科学的知見と国際的取組の進展 （ 文献 28より作成 、 情報を追加 ） 

1985

科学（IPCC）  
 

1988

1990

1992

IPCC設立（11月）：第１回全体会合（ジュネーブ） 
 第一次評価報告書（8月） 
 

第一次評価補足報告書（2月） 
 

1994 放射強制力と排出シナリオに関する特別報告書（10月）第Ⅰ作業部会 
 温暖化影響・適応評価のガイドライン（特別報告書（10月）第Ⅱ作業部会） 
 

第二次評価報告書（12月） 
 

技術報告第１号（技術、政策、措置） 
 
技術報告第２号（簡易気候モデル） 
 技術報告第３号（温室効果気体安定化のモデル化） 
 技術報告第４号（提案された排出量削減の影響） 
 地域影響の特別報告書（11月）第Ⅱ作業部会 
 

航空と全球大気の特別報告書（４月）第Ⅰ・Ⅲ作業部会 
 
排出シナリオに関する特別報告書 
 技術移転の方法論・技術論の特別報告書 
 土地利用、土地利用変化、林業の特別報告書 
 

オゾン層保護と気候システムに関する特別報告書 
 二酸化炭素回収・隔離に関する特別報告書（予定） 
 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

第三次評価報告書（ナイロビ、4月） 
 技術報告書第5号（気候変化と生物多様性） 
 第三次評価報告書統合報告書（英国、ウェンブレイ、9月） 
 

第四次評価報告書完成予定 
 

2001

2002

2003

2004

2005

2007

国際的取組 
 

フィラハ会合（オーストリア）：温暖化のはじめての国際会合 
 
トロント会合（6月）：CO2排出量20％削減を提案 

 

第2回世界気候会議（11月） 
 国連総会(12月）　条約交渉会議開始決議 
 
条約交渉会議: 条約を採択（５月） 
 国連環境開発会議：条約署名開始（6月） 
 
条約発効（3月）：50ヵ国批准（1993年12月）による 
 

第１回締約国会議（COP1） （ベルリン、3月） ：ベルリンマンデート 
 

第２回締約国会議（COP2） （ジュネーブ、7月）  
 

第３回締約国会議（COP３） （京都、12月） ：京都議定書採択 
 

第４回締約国会議（COP4） （ブエノスアイレス、11月） ：ブエノスアイレス行 
動計画 
 
第５回締約国会議（COP5） （ボン、10/11月）  

 

第６回締約国会議（COP6） （ハーグ、11月）  
 

第６回締約国会議再開会合 (COP6.5） （ボン、7月） ：ボン合意 
 

第７回締約国会議（COP7） （マラケッシュ、10/11月） ：マラケッシュ合意 
 

持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルクサミット、8/9月） ： 
ヨハネスブルク宣言、実施計画 
 
第８回締約国会議（COP8） （ニューデリー、10/11月） ：デリー宣言 

 
第９回締約国会議（COP9） （ミラノ、12月）  

 
第 10回締約国会議（COP10） （ブエノスアイレス、12月）  

 
京都議定書の発効（2月 16日）  

 第 11回締約国会議（COP11）第 1回京都議定書締約国会議（COP/MOP1）  
 （モントリオール、11/12月）  

 
2008～ 2012　京都議定書の第一約束期間 

 






